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米国：Ｆｉｎａｌ Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ後の補正等について 

 

 米国特許法において、Ｆｉｎａｌ Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ後の補正等に関する改正規則が２００４

年９月１３日に施行されました。 

 改正点は、以下の通りです。 

（１） 従来、Ｆｉｎａｌ Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎを受けた後、①Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ａｐｐｅａｌ を提出する前又

は提出と同時、②Ｎｏｔｉｃｅ ｏｆ Ａｐｐｅａｌ を提出した後、及び③Ａｐｐｅａｌ Ｂｒｉｅｆを提出

した後いずれも補正をすることができましたが、その補正がＥｎｔｒｙされるためには、

規則１．１１６に従う必要がありました。 

 本改正では、規則４１．３３が新設され、③のタイミングで提出された場合の補正の

範囲が制限され、原則として、クレームの削除又は従属クレームを独立クレームに書

き直すための補正に制限されることになりました。 

（２） また、Ａｆｆｉｄａｖｉｔや他の証拠の提出については、②のタイミングで提出する場合

も、今回の改正で、Ｅｎｔｒｙされるための条件が、従来より厳しくなりました。 

 

 以上の改正点の詳細につきましては“Ｆｅｄｅｒａｌ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ １２ Ａｕｇｕｓｔ ２００４” 

（http://www.uspto.gov/web/menu/current.html） をご参照下さい。 
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